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●開設日時　毎週月～金曜日（祝日、年末年始を除く）
　8時30分～17時15分　開館は9時からです。
　（証明書発行のみ8時30分から行っています）
●業務内容　住民票、戸籍関係証明書、
　印鑑証明書、税の証明書の発行

海田東公民館
証明書発行コーナー開設中お知らせ

　 住民課（役場２階）
☎823ｰ9205　FAX.823ｰ9627
問

内容に応じて専門的な対応ができる相談窓口をご紹介します。右記の二次元コードより問い合わせください。

●心や健康に関するお悩み　●福祉相談　●行政相談　●離婚やDVに関するお悩み
●妊娠・不妊相談　●梅毒・エイズ・肝炎ウイルス検査　●ひきこもり相談 他

このようなお悩みや困ったことはありませんか?
相談無料
お気軽に

悩みごと
困りごと
相 談

令和8年度就学援助についてお知らせ

　 学校教育課（役場3階）
☎823-9216　FAX.823-9256

　経済的理由により就学が困難な児童生徒の保護者の皆さ
んに、学用品費や修学旅行費などの援助を行っています。
　令和7年度に就学援助を受けていた人や、新入学児童生徒
学用品費等準備費を申請した人も、新たに申請が必要です。
●対象　町内に在住し、小中学校に通学している児童生徒の
保護者で、認定基準を満たす人

●申請方法　申請書は、各小中学校から配布します。希望者は、
各小中学校または学校教育課へ申請書を提出してください。

●提出期限　4月30日（木）
　※期限を過ぎると援助費の一部が支給できません。

問

�

海田町犯罪被害者等支援条例を
制定しましたお知らせ

　 社会福祉課（役場2階）
☎823-9207　FAX.823-9627
問

　犯罪被害者などに必要な施策を総合的に推進し、犯罪被
害者などの権利利益の保護およびその理解の促進を図り、
もって町民が安全で安心して暮らせる地域社会の実現に寄
与することを目的に条例を制定しました。
●主な海田町の施策

　被害者の心に寄り添い、町全体で平穏な生活を送れるよう
支援しましょう
　犯罪被害者やその家族などは、生命・身体への直接的な被
害だけでなく、周囲からの心ない発言、SNSなどインターネッ
ト上での誹謗中傷などにより、二次的な心身の被害、プライ
バシーの侵害を受けることがあります。
　本条例で定める基本理念やそれぞれの責務を理解し、犯
罪被害者などの支援に協力をお願いします。
条例や支援内容などは海田町ホームページ
から確認してください。
　　　　犯罪被害者などへの支援について▶

社会福祉課（役場2階7番の窓口）が総合的
な窓口となります。犯罪被害に遭ったときは、
一人で悩まず相談してください。

相談および
情報の提供
など

居住の安定

日常生活の
支援

経済的負担
の軽減

遺族見舞金（30万円）
重傷病見舞金（10万円）

家事支援：限度額2,200円/時
介護支援：限度額3,900円/時
※合わせて80時間を限度に助成。

転居費用：限度額20万円

家事・介護
費用助成

一時保育
費用助成

未就学児1人：限度額3,000円/日
※1人当たり14日を限度に助成。

K.Mさん（70代男性）

　海田町から海田町シルバー人材セ
ンターにお願いしている業務もありま
すが、その量には限りがあります。
　センターでは、企業やご家庭向けの
就業開拓にも力を入れ、会員の皆さん
に少しでも多くの就業機会を提供でき
るよう取り組まれています。就労に関す
る相談は随時受け付け中とのことです。
希望の条件などがありましたら、セン
ターに相談（823-2733）してください。
※海田町シルバー人材センターは、高齢
　者に働く機会を提供し、生きがいの充
　実や地域の支え合いをめざす組織。

　　　 長寿保険課（役場２階）
☎823-9６０９　FAX.823-9６２７

問

●救急相談センター広島広域都市圏（24時間）

4月の休日診療当番医

※休日中の急な病気やけがを対象とした外来診療です。急を要さない場合は、平日の診療時間内に受診をお願いします。診療科目外の症状につい
　ては、対応できない場合があります。休日当番医はやむを得ない事情により変更することがありますので、事前に医療機関に確認してください。

広島県内の当番医は「医療情報ネット」で確認できます。

（受付時間9時～17時30分（休憩時間13時～14時））

（☎＃7119または☎246-2000）
看護師が緊急性や応急手当の方法、適切な医療
機関などについて電話でアドバイスを行います。

●広島県小児救急医療電話相談（☎＃8000または☎555-8870）

看護師が緊急性や応急手当の方法などについて電話で
アドバイスを行います。

（平日19時～翌8時、土日祝、年末年始（12月29日～1月3日）17時～翌8時）

歯科（日曜・祝日・お盆・年末年始9時～15時）

救急診療については海田町ホームページを確認してください。

●救急歯科診療
広島口腔保健センター 広島市東区二葉の里3丁目2-4  ☎262-2672

みぞて眼科
☎821-2601

あおぞら診療所
☎880-0030
あきクリニック
☎822-0753
こいけ眼科
☎847-2772
安芸市民病院
☎827-0121

中野東クリニック
☎893-3700

こさか内科
☎281-4482
永田内科医院
☎285-0808

高橋整形外科クリニック
☎854-2222
河原クリニック
☎820-1711

瀬戸ハイム内科
☎285-0816
鈴川内科クリニック
☎286-0050

藤東クリニック
☎284-2410

はまもと皮ふ科
☎855-2662

しらね泌尿器科クリニック
☎821-1900
こころのクリニックひまわり
☎847-3111
おおや耳鼻咽喉科
☎821-3387

    5日(日)

12日(日)

19日(日)

26日(日)

29日(水・祝)

日付 海田町 広島市安芸区 府中町 坂町・熊野町

豊田内科医院
☎885-0280

海田町立小中学校
支援ボランティア募集

ボランティア内容

書写
ボランティア

活動引率等
ボランティア

学校の本の補修やフィルムカバー貼り、
読書活動に関わる掲示物作成 など

図書
ボランティア

グラウンドやプール周辺の草取り など
清掃

ボランティア

家庭科の学習でミシンを使ったり調理
をしたりする際の準備や安全のための
見守り、補助

家庭科
ボランティア

毎日の登下校時に、交通状況の激しい
箇所で20分程度見守り

登下校指導
ボランティア

放課後に学習の見守りや必要に応じて
学習のサポート

放課後学習
ボランティア

書写の時間に、担任の補助として、こど
もたちへの声かけなど（指導ではありま
せん）

学校内外での見学や活動など、こども
たちの安全のための引率補助（社会見
学など）　海田町立小中学校では、各中学校区コミュニティ・スクールの一

環として、児童・生徒のために、次のような内容でボランティアとし
て関わっていただける人を募集しています。
●対象　町内在住の18歳以上の人
　このボランティア活動は、「高齢者いきいき活動ポイント」の対象と
なります。ボランティア内容により、ボランティア保険や全国町村会
総合賠償保険により対応します（加入費用の負担は不要です）。報酬
はありません。また、一部の内容を募集していない学校もあります。
　くわしい内容を知りたい人、申し込みをしたい人は、各中学校区
学校運営協議会事務局（令和8年度幹事校）へ連絡してください。
　・ 海田中学校区学校運営協議会事務局　海田東小学校
　　☎823-2270
　・ 海田西中学校区学校運営協議会事務局　海田西中学校
　　☎823-8551
※募集は随時行っていますが、一旦、5月29日（金）に取りまとめます。

学校教育課（役場3階）　☎823ｰ9216　FAX.823ｰ9256


